
町からのお知らせ

家屋を新増築、取り壊しをしたときは届け出を
　固定資産税は、土地や家屋の使用状況によって税負担が軽減されます。
　家屋の新増築や取り壊し、用途変更があったときは、お早めに税務課まで次の届け出をしてください。　　　
　特に家屋の一部または全部を取り壊したときは、速やかに「家屋取壊届出書」の提出をお願いします。この届
け出がないと家屋を取り壊したという確認ができないため、翌年度以降も課税される場合がありますので、必ず
届け出をしてください。

■届け出が必要な時とその届出書など

こんなとき 家屋の所有者 土地の所有者

（1）家屋を新築または増築したとき
	 （申告にあたっては家屋の評価を実施します）

◦新築住宅に関する固定資
産税の減額申告書

	 （未登記の場合は「未登記家
屋取得届出書」も必要です）

◦住宅用地認定申告書

（2）家屋を建て替えるとき ◦家屋取壊届出書 ◦住宅建替中の土地に
係る申告書

（3）家屋の全部または一部を取り壊したとき ◦家屋取壊届出書
（4）家屋の用途を変更したとき（例	店舗を住宅に変更など） ◦家屋用途変更届出書 ◦住宅用地認定申告書

（5）家屋が災害などの理由により滅失または損壊したとき
◦家屋取壊届出書 ◦被災住宅用地の特例

適用申告書◦固定資産税減免申請書
（6）未登記家屋の所有者を変更するとき ◦未登記家屋取得届出書

※登記された家屋を取り壊した場合は、別途、法務局で滅失登記をする必要があります。
問税務課　☎︎388-1112

建築物の耐震化促進に伴う助成
　地震に備えるため、昭和56年5月31日以前に着工された木造一戸建て住宅の耐震診断を希望される方に、
無料で専門家を派遣し、耐震診断と耐震補強のアドバイスを受けられる制度を設けています。
　また、昭和56年6月1日以降に着工された木造住宅の耐震診断と、昭和56
年5月31日以前に着工された木造以外の建築物の耐震診断、昭和56年5月31
日以前に着工された木造住宅の耐震補強または、耐震シェルターなどの設置
にかかる費用の一部を助成する制度を設けています。
申込期限　12月28日（水）
  申込·問 建設課　☎︎388-1117

使用済み食用油の回収
　ご家庭で使用済みの食用油の回収をボランティア
団体のご協力で実施しますので、ご利用ください。
日にち　9月16日（金）
時　間　午前9時30分～11時30分
場　所　役場、笠松中央公民館、松枝公民館、
　　　　下羽栗会館
※新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶、
　古着（布）も同時に回収します。
問環境経済課　☎︎388-1114

 岐阜基地　航空機救難消防訓練
　万が一の航空機事故など発生時の被害を最小限に
止めるため、法律などで定められた訓練を行います。
　訓練に伴い黒煙が発生しますが、環境に配慮し、
灯油の使用は最小限としておりますので、ご理解をよ
ろしくお願いします。
日にち　9月15日（木）　（予備日9月16日（金））
時　間　午前5時20分～8時
場　所　岐阜基地内
問航空自衛隊岐阜基地渉外室　☎︎382-1101
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